
（仮称）長久手市自治基本条例 たたき台作成にあたっての考え方

詩「さかそう ながくて じちのはな」には、多様な人が暮らし、地域のつながりが薄れて

いるまちだからこそ、互いに認め合うことを大切にし、市民一人ひとりが責任を持って、で

きることから取り組み、みんなでよりよいまちにしていこう、という長久手の目指すまちや人

の姿がわかりやすく表現されています。

自治 KEN 提案の骨子をもとに、この詩の「想いをかたちに」できるよう、条例たたき台

をつくりました。



資料 1

◆ 条例の構成 前文と５つの章、全 21条で構成します。

◆ 作成にあたってのコンセプト

① 市民の主体的な行動によるまちづくり

まちのことを行政や議会ばかりに任せるのではなく、自分たちが暮らす「地域のことは

地域で考え 地域で実行していく」市民が主体的に行動するまちづくりを実現することを

定めています。

市民の主体的な行動を支え、後押しするために、議会や行政が定められた役割と責

務を果たすことは言うまでもありません。互いに補完し合い、相乗効果が得られるよう、

みんなで協働してまちづくりを進めます。

② 地域に合った地域のまちづくり

「地域のことは 地域で考え 地域で実行していく」ため、地域活動団体や市民活動団

体の活動や、それらの団体が連携して、地域全体のまちづくりを担う、新しい組織づくりの

後押しとなる条項を定めています。

③ 市民のコトバでわかりやすい条例

自治 KEN のみなさんからいただいた言葉を、できるだけ使って、わかりやすい条例にな

るよう努めました。

第１節 市民

⑤権利

⑥役割と責務

第２節 議会

⑦議会及び議員の

役割と責務

第３節 行政

⑧市長の役割と責務

⑨職員の役割と責務

前文

第 1章 総則

①目的 ②位置付け ③用語の定義 ④基本原則

第２章 まちづくりの担い手の役割と責務

第３章 市民主体のまちづくり

⑩市民参加と協働 ⑪市民のまちづくり活動 ⑫地域のまちづくり組織

⑬団体等の役割 ⑭団体等への行政の関わり ⑮住民投票

第４章 行政運営

⑯基本原則 ⑰安心安全なまちづくり ⑱総合計画

⑲情報公開と個人情報の取扱い ⑳他の自治体等との連携

第５章 実効性の確保

㉑条例の検証


